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子会社の異動を伴う株式の譲渡および特別損失の発生に関するお知らせ 

 

当社は、本日平成 22 年 9 月 1 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社  

キャナル（本社：東京都渋谷区 代表者：栗林 秀、以下「キャナル」という）の当社保有の    

全株式を譲渡することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。尚、当該  

株式譲渡に伴い特別損失が発生する見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

記 

１．株式譲渡の理由 

キャナルの広告事業を展開するべく当社子会社としておりましたが、経営資源を中核事業

へ集中し、新しい事業を展開していくことを目的として株式譲渡をするものです。 

 

２．異動する子会社の概要 

（1）商号 株式会社キャナル 

（2）所在地 東京都渋谷区道玄坂二丁目 6 番 17 号 

（3）代表者 代表取締役 栗林 秀 

（4）事業内容 モバイルメディア開発事業、その他関連事業 

（5）資本金 1,000 万円 

（6）設立年月日 平成 15 年 8 月 8 日 

（7）大株主構成及び持ち株比率 TCB ホールディングス株式会社 48% 

株式会社クネルブ 48% 

スキルアップジャパン株式会社 4% 

（8）上場会社と当該会社との間 

の関係 

資本関係 当社は当該会社の 48%株式を保有し

ております。 

人的関係 取締役 2 名を当社取締役及び従業員

が、監査役 1 名を当社従業員が兼務し

ております。 

取引関係 当該会社より経営指導の業務委託を

受けております。 

 

http://www.tcbhd.co.jp/


2/3 ページ 

（9）当該会社の最近 2 年間の連結経営成績及び連結財政状態 

決算期 平成 21 年 2 月期 

（平成 20 年 8 月～平成 21 年 2 月） 

平成 22 年 2 月期 

純資産 42 百万円 58 百万円 

総資産 304 百万円 316 百万円 

1 株当たり純資産 210,029.00 円 289,414.26 円 

売上高 531 百万円 840 百万円 

営業利益 22 百万円 27 百万円 

経常利益 20 百万円 29 百万円 

当期純利益 12 百万円 16 百万円 

1 株当たり当期純利益 59,658.43 円 79,385.26 円 

1 株当たり配当金 0 円 109,200 円 

注）平成 22 年 5 月 21 日に発行した第 1 回株式会社キャナル新株予約権については、 

 現在まで行使されておりません。 

 

３．株式譲渡の相手先の概要 

（1）商号 株式会社クネルブ 

（2）所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目 11 番 12 号 

（3）代表者 代表取締役 田中則和 

（4）事業内容 SEO 事業、広告代理業、WEB コンテンツ開発業、

一般第二種電気通信事業、情報通信機器・情報処理

機器のシステム開発・販売、中古車販売 

（5）資本金 2,000 万円 

（6）設立年月日 平成 12 年 5 月 12 日 

（7）大株主構成及び持ち株比率 田中則和 100％ 

（8）上場会社と当該会社との間 

の関係 

資本関係 当該事項はありません。 

人的関係 当該事項はありません。 

取引関係 当該事項はありません。 

関連当事者へ

の該当状況 

当該事項はありません。 

 

４．異動株式数及び異動前後の所有株式の状況 

（1）異動前の所有株式数 96 株（議決権の数：96 個）（所有割合：48.0％） 

（2）異動株式数 96 株（議決権の数：96 個）（譲渡価格：48 百万円、 

一株あたり 50 万円） 

（3）異動後の所有株式数 0 株（議決権の数： 0 個）（所有割合： 0.0％） 
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５．日程 

（1）取締役会決議 平成 22 年 9 月 1 日 

（2）株式譲渡契約締結 平成 22 年 9 月 1 日 

（3）株式譲渡 平成 22 年 9 月 3 日 

 

６．譲渡価額およびその算定方法の決定等について 

今回の譲渡価格については、平成 22 年 5 月 21 日付の株式異動においてエースターコン   

サルティング株式会社が純資産価格方式及び DCF 方式における加重平均価値から算定  

した一株あたり 50 万円を採用しております。当価格を採用した理由として、同じ決算期

上期の異動であること、前回算定時点から株価を上積みする要因が特に見当たらないこと

が挙げられます。従って、今回の株式譲渡については前回と同額で異動することが妥当で

あると判断致しました。 

 

７．特別損失による業績への影響及び今後の見通し 

当社は本件株式譲渡により、簿価と譲渡価格及びのれん等の差額約 35 百万円の子会社 

売却損を特別損失として計上する見込みです。但し、金額についてはキャナルの決算が確

定していないため、決算の確定により変更される場合があります。 

また、連結決算におきましては、当該子会社の下期業績を取り込まないことを見込んで 

おりますが、新しい事業の展開を、今後継続的に進めていく予定であり、下期開始早々に

も新事業の内容を開示できると考えております。現在、キャナル株式売却によるマイナス

インパクトと新事業開始に伴うプラスインパクトとの比較について精査中であり、結果が

判明次第、必要に応じて速やかに開示いたします。 

新しい事業の展開については、経営資源を中核事業へ集中するという経営方針の下、  

リアルとネットを融合することにより価値が創造される分野をターゲットに推進して 

いくことを予定しております。 

 

以  上 


